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令和３年第３回富士川町議会臨時会 

 

令和 ３年 ８月３１日 

午後  ２時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第５６号 富士川いきいきスポーツ公園照明設置工事請負契約の締結について 

日程第 ５ 議案第５７号 富士川町農業体験宿泊交流施設建設工事請負契約の締結について 

日程第 ６ 議案第５８号 道の駅富士川農産物加工所増築他改修工事（建築主体）請負契約の

締結について 

日程第 ７ 議案第５９号 道の駅富士川農産物加工所厨房機器購入契約の締結について 

日程第 ８ 議案第６０号 道の駅富士川農産物加工販売施設厨房機器購入契約の締結について 

日程第 ９ 議案第６１号 富士川町新庁舎建設建築主体工事請負契約の締結について 

日程第１０ 議案第６２号 富士川町新庁舎建設電気設備工事請負契約の締結について 

日程第１１ 議案第６３号 富士川町新庁舎建設機械設備工事請負契約の締結について 

     日程第１２ 山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１２名） 

 

１番  秋 山   仁        ３番  笹 本 壽 彦 

４番  井 上 和 男        ５番  望 月   眞  

６番  秋 山   稔        ７番  成 田   守  

８番  小 林 有紀子       １０番  青 栁 光 仁 

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

１３番  井 上 光 三       １４番  長 澤   健 

 

 

  ３．欠席議員 

         

        な    し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

５番  望 月   眞        ２番  秋 山    稔 

 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（８人） 

 

町      長 志 村   学   副 町 長 齋 藤   靖 

   会 計 管 理 者 秋 山   忠   政 策 秘 書 課 長 早 川 竜 一  

   財 務 課 長 樋 口 一 也   管 財 課 長 渡 辺 成 昭   

   産 業 振 興 課 長 遠 藤 悦 美   都 市 整 備 課 長 山 形 謙一郎 

    

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議 会 事 務 局 長 野 中 充 香 

書      記 横 内 太加志 
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開会 午後２時００分 

〇議長（長澤健君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。相互に礼。着席願います。 

富士川町告示第４９号をもって招集されました、令和３年第３回富士川町議会臨時会に、議員な

らびに町長をはじめ、執行部各位にはご健勝にてご出席いただき誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１２名であります。 

定足数に達しておりますので、これより令和３年第３回富士川町議会臨時会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番望月眞君及び６番秋山稔君を指名し

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

日程第２ 会期決定を議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は本日１日にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日１日と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

日程第３ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名、及び

監査委員の出納検査報告などにつきましては、お手元に配布したとおりです。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

日程第４ 議案第５６号 富士川いきいきスポーツ公園照明設置工事請負契約の締結について 

を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

――――――提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第５６号について補足説明を求めます。 

管財課長 渡辺成昭君。 

〇管財課長（渡辺成昭君） 

議案第５６号の補足説明をさせていただきます。 
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工事名につきましては、富士川いきいきスポーツ公園照明設置工事であります。施工場所につき

ましては、富士川町鰍沢地内、富士川病院東側となっております。工事概要につきましては、富士

川いきいきスポーツ公園内の競技場内の照明機器６基、駐車場照明機器３基の設置工事となってお

ります。入札の方法につきましては、８社の指名競争入札であり８月２３日に入札を実施いたしま

した。結果につきましては。株式会社伸電工業が落札しております。落札金額につきましては、

８５８０万円で、落札率は９７．７７％であります。工期につきましては議会議決日の翌日から明

年３月２４日までとなっております契約の相手方につきましては、山梨県甲斐市新富竹新田

１６１９番地１株式会社伸電工業 代表取締役 笹本裕司であります。 

なお、次ページに仮契約書の写しがありますのでご参照いただきたいと思います。 

以上、議案第５６号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

これから、議案第５６号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上もって、議案第５６号について質疑を終わります。 

これから、議案第５６号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５６号について討論を終わります。 

これから、日程第４ 議案第５６号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

日程第５ 議案第５７号 富士川町農業体験宿泊交流施設建設工事請負契約の締結についてを議

題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

――――――提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第５７号について補足説明を求めます。 

管財課長 渡辺成昭君。 
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〇管財課長（渡辺成昭君） 

議案第５７号の補足説明をさせていただきます。 

工事名につきましては、富士川町農業体験宿泊交流施設建設工事となります。施工場所につきま

しては、富士川町平林地内旧増穂西小学校跡地であります。工事概要につきましては、農業体験交

流のための宿泊施設木造平屋建て４棟、トイレ・手洗い場木造平屋建て１棟ほか駐車場の整備となっ

ております。入札の方法につきましては８社の指名競争入札であり、８月２３日に入札を実施いた

しました。結果につきましては、有限会社深沢建設が落札いたしております。落札金額につきまし

ては、７７５５万円で落札率は９６．９７％であります。工期につきましては、議会議決の翌日か

ら明年３月２４日までとなっております。契約の相手方につきましては、山梨県南巨摩郡富士川町

小林１５４３番地５ 有限会社深沢建設代表取締役 深沢和久であります。 

なお、次ページに仮契約書の写しがありますのでご参照ください。 

以上、議案第５７号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

これから、議案第５７号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上もって、議案第５７号について質疑を終わります。 

これから議案第５７号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５７号について討論を終わります。 

これから、日程第５ 議案第５７号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

日程第６ 議案第５８号 道の駅富士川農産物加工所増築他改修工事（建築主体）請負契約の締結に

ついて 

日程第７ 議案第５９号 道の駅富士川農産物加工所厨房機器購入契約の締結について 

日程第８ 議案第６０号 道の駅富士川農産物加工販売施設厨房機器購入契約の締結について 

以上の３議案は、道の駅富士川に関する契約締結案件でありますので、一括して議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 
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○町長（志村学君） 

――――――提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第５８号から第６０号について補足説明を求めます。 

管財課長 渡辺成昭君。 

〇管財長（渡辺成昭君） 

議案第５８号の補足説明をさせていただきます。 

工事名につきましては、道の駅富士川農産物加工所増築他改修工事に伴う建築主体工事でありま

す。施工場所につきましては、富士川町青柳町地内、道の駅富士川であります。工事概要につきま

しては、道の駅富士川の農産物加工所鉄骨造平屋建ての増築、店舗北側部分の改修工事となってお

ります。入札の方法につきましては、２社の共同企業体による一般競争入札であります。先月７月

２０日に入札参加に関する告示を行い、２つの共同企業体から参加申込みがあり、参加資格を満た

していることから８月２３日に入札を実施いたしました。結果につきましては、日経工業・昭和建

設工業道の駅富士川農産物加工所増築他改修工事（建築主体）共同企業体が落札いたしております。

落札金額につきましては、１億７８５３万円で落札率は９９.２７％であります。工期につきまして

は、議会議決日の翌日から明年３月１５日までとなっております。契約の相手方につきましては、

代表構成員につきまして、山梨県甲府市青葉町１５番４号 日経工業株式会社 代表取締役社長 

長沢浩正であります。構成員につきましては、山梨県甲府市寿町２９番１号 昭和建設工業株式会

社代表取締役 望月健であります。 

なお、次ページに仮契約書の写しがありますので、ご参照ください。以上、議案第５８号の補足

説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第５９号の補足説明をさせていただきます。件名につきましてでは、道の駅富

士川農産物加工所厨房機器購入であります。納入場所につきましては、富士川町青柳町地内、道の

駅富士川であります。概要につきましては、農産物加工所内に設置するプレハブ冷蔵庫ほか厨房機

器の購入となっております。入札の方法につきましては、６社の指名競争入札であり、８月２３日

に入札を実施いたしました。結果につきましては、株式会社日新厨房企画が落札いたしております。

落札金額につきましては、４０００万１５００円で落札率は９６.４８％であります。納入期限につ

きましては、令和４年３月２０日までとなっております。契約の相手方につきましては、山梨県中

央市山の神流通団地北１番地 株式会社日新厨房企画 代表取締役 内田誠一であります。 

なお、次ページに仮契約書の写しがありますのでご参照をください。 

以上、議案第５９号の補足説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第６０号の補足説明をさせていただきます。件名につきましては、道の駅富士

川農産物加工販売施設厨房機器購入であります。納入場所につきましては、富士川町青柳町地内、

道の駅富士川であります。概要につきましては、道の駅富士川の加工販売施設内に設置するバウム

クーヘンのオーブンほか厨房機器等の購入となっております。契約の方法につきましては、１社の

特命随意契約であります。契約金額につきましては、３９３７万１２００円であります。納入期限

につきましては、令和４年３月２６日までとなっております。契約の相手方につきましては、兵庫

県神戸市兵庫区高松町２番３号株式会社不二商会 代表取締役 藤波哲也であります。 

なお、次ページに仮契約書の写しがありますのでご参照ください。 

以上、議案第６０号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますようお願い申
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し上げます。 

すみません１点言い間違いがありましたので、訂正をお願いいたします。 

議案第５９号の補足説明で納入期限につきまして令和４年３月２０日と言ってしまったところ、

３月２６日の誤りでありますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

これから議案第５８号から第６０号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

議案第６０号、道の駅富士川農産物加工販売施設厨房機器購入契約の締結についてということで

すけれども、契約の方法が特命随意契約とういう方式になっていますが、特定の事業者を指定する

というようなことだと思われますが、これはなぜこのようにしたのか教えてください。 

〇議長（長澤健君） 

     産業振興課長 遠藤悦美さん。 

〇産業振興課長（遠藤悦美さん） 

ただいまの特命随契の件に関しましてお答えいたします。バウムクーヘン事業のこの契約につき

ましては、道の駅富士川のバウムクーヘンの店舗を建設しまして、既存の物販販売のみではなく、

地域食材を生かした新たな特産品を開発しまして、製造工程を見せて売るという新たな事業に伴う

厨房機器の購入であります。こちらの機器の一部に関しましては、この新店舗に合わせました受注

製品でありまして、株式会社不二商会は製造元であります。またこの店舗につきましては、デザイ

ン性を重視しました造りとなっておりますので、その導入する機器におきましても特別な仕様と

なっているものが多くございます。 

そのため、競争入札に適さない契約であると言えます。競争入札に付しますと、参加ができる事

業所がほかになく、競争性が弱くなります。また、この道の駅富士川の指定管理者であります株式

会社富士川が、株式会社不二商会と新規バウムクーヘン事業の店舗立上げプロジェクトとしまして、

バウムクーヘントータルプロデュース委託契約というのも昨年度締結をしてございます。 

今後道の駅富士川が、このバウムクーヘン事業を運営していくに当たりまして、この不二商会と

のやりとりが大変必要になっていきます。そのことから、施設の維持におきましても一体的な管理

をしていく必要がありますことから、特命随契とさせていただいたところです。 

 

〇議長（長澤健君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     この会社は、だいぶ技術力も特許も素晴らしい会社のようですけれど、この仮契約のところの受

注者、株式会社不二商会、ここは「兵庫県」が抜けていますけれど、登記簿上「兵庫県」と入って

る以上、やはり「兵庫県」は入れるべきではないでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

     質問ですか。 

〇１番議員（秋山仁君） 
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     回答は結構です。 

〇議長（長澤健君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５８号から第６０号について質疑を終わります。 

これから、議案第５８号から第６０号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５８号から第６０号について討論を終わります。 

これから、日程第６ 議案第５８号から日程第８ 議案第６０号までについて採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５８号から第６０号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

日程第 ９ 議案第６１号 富士川町新庁舎建設建築主体工事請負契約の締結について 

日程第１０ 議案第６２号 富士川町新庁舎建設電気設備工事請負契約の締結について 

日程第１１ 議案第６３号 富士川町新庁舎建設機械設備工事請負契約の締結について 

以上の３議案は、新庁舎建設に関する契約締結案件でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

――――――提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第６１号から第６３号について補足説明を求めます。 

管財課長 渡辺成昭君。 

〇管財課長（渡辺成昭君） 

議案第６１号の補足説明をさせていただきます。 

工事名につきましては、富士川町新庁舎建設建築主体工事であります。施工場所につきましては、

富士川町天神中條・青柳町地内であります。工事概要につきましては、富士川町新庁舎の建築主体

工事鉄筋コンクリート３階建ての新築工事となっております。入札の方法につきましては、３社の

共同企業体による一般競争入札であります。本年４月２６日に入札参加に関する公告を行い、３つ

の共同企業体から参加申請があり、参加資格を満たしていることから、先月７月１９日に入札を実

施いたしました。結果につきましては、早野組・ゼロ・植野工業富士川町新庁舎建設工事（建築主

体）共同企業体が落札いたしております。落札金額につきましては、１３億４５０８万円で、落札

率は９９.５１％であります。工期につきましては、議会議決日の翌日から明年１１月１５日までと
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なっております。契約の相手方につきましては、代表構成員は、山梨県甲府市東光寺１丁目４番

１０号 株式会社早野組 代表取締役社長 早野正泰であります。構成員１につきましては、山梨

県甲府市住吉４丁目６番２４号 株式会社ゼロ 代表取締役 小宮山晃司であります。構成員２に

つきましては、山梨県甲州市塩山上於曽１８９６番地 植野工業株式会社 代表取締役社長 植野

正人であります。 

なお、次ページに仮契約書の写しがありますのでご参照ください。 

以上、議案第６１号の補足説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第６２号の補足説明をさせていただきます。工事名につきましては、富士川町

新庁舎建設電気設備工事であります。施工場所につきましては、富士川町天神中條・青柳町地内で

あります。工事概要につきましては、富士川町新庁舎の電気設備、受配電設備等の新築工事となっ

ております。入札の方法につきましては、３社の共同企業体による一般競争入札であります。本年

４月２６日に入札参加に関する公告を行い、１つの共同企業体から参加申請があり、参加資格を満

たしていることから、先月７月１９日に入札を実施いたしました。結果につきましては、伸電工業・

五光電工・大成電気富士川町新庁舎建設工事（電気設備）共同企業体が落札いたしております。落

札金額につきましては３億８７２０万円で落札率は９９.４４％であります。工期につきましては、

議会議決日の翌日から明年１１月１５日までとなっております。契約の相手方につきましては、代

表構成員 山梨県甲斐市富竹新田１６１９番地１ 株式会社伸電工業 代表取締役 笹本優司であ

ります。構成員１につきましては、山梨県甲府市宝１丁目３６番１号 五光電工株式会社 代表取

締役 饗場紀仁であります。構成員２につきましては、山梨県甲府市美咲１丁目９番７号 株式会

社大成電気 代表取締役 石橋浩二であります。 

なお、次ページに仮契約書の写しがありますので、ご参照ください。 

以上、議案第６２号の補足説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第６３号の補足説明をさせていただきます。工事名につきましては、富士川町

新庁舎建設機械設備工事であります。施工場所につきましては、富士川町天神中條・青柳町地内で

あります。工事概要につきましては、富士川町新庁舎の機械設備、給排水設備等の新築工事となっ

ております。入札の方法につきましては、３社の共同企業体による一般競争入札であります。本年

４月２６日に入札参加に関する公告を行い、２つの共同企業体から参加申請があり、参加資格を満

たしていることから、先月７月１９日に入札を実施いたしました。結果につきましては、雨宮工業・

渡辺工業所・梶本管工富士川町新庁舎建設工事（機械設備）共同企業体が落札いたしております。

落札金額につきましては、３億５８６０万円で落札率は９９％であります。工期につきましては、

議会議決日の翌日から明年１１月１５日までとなっております。契約の相手方につきましては、代

表構成員が、山梨県甲府市荒川２丁目１３番１号 雨宮工業株式会社 代表取締役 雨宮正であり

ます。構成員１につきましては、山梨県甲府市国母５丁目９番２４号 株式会社渡辺工業所 代表

取締役 渡辺一郎であります。構成員２につきましては、山梨県南巨摩郡富士川町長澤２３４１地

１ 有限会社梶本管工 代表取締役 梶本隆則であります。 

なお、次ページに仮契約書の写しがありますのでご参照ください。 

以上、議案第６３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますことをお願い

申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
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これから、議案第６１号から第６３号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上もって、議案第６１号から第６３号について質疑を終わります。 

これから、議案第６１号から第６３号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６１号から第６３号について討論を終わります。 

これから、日程第９ 議案第６１号から日程第１１号 議案第６３号までについて採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６１号から第６３号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

日程第１２ 山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について、を議題とします。 

樋口正訓議員がご逝去されたことに伴い、山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員が欠員となっ

たことから、新たに選挙を行います。 

お諮りします。 

     選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にしたいと思い

ます。 

     これに、ご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名推薦することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

      （ 異議なし。の声 ） 

  異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名推薦することに決定しました。  

     山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員に堀内春美さんを指名します。 

  お諮りします。 

ただいま、議長が指名しました堀内春美さんを、山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員の当 

選人と定めることにご異議ありませんか。 

      （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 
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     したがって、山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員に堀内春美さんが当選されました。 

ただいま当選された堀内春美さんが議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって、

当選の告知をします。 

なお、まちづくり常任委員会、リニア対策特別委員会の各委員長から副委員長の互選について報

告がありました。まちづくり常任委員会副委員長に青栁光仁君、リニア対策特別委員会副委員長に

秋山仁君が、それぞれ互選されましたので、ここで報告します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（長澤健君） 

以上で本日の日程はすべて終了しました。 

本日の会議を閉じます。 

皆さまにはお忙しいところ、大変ご苦労さまでした。 

令和３年第３回富士川町議会臨時会を閉会します。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後２時４１分 


